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教 育 委 員 会 定 例 会 会 議 録 

 

１ 日 時 

   令和８年３月２４日（火） 

    開会    ９時３０分 

    閉会   １１時２５分 

 

２ 場 所 

   教育委員室 

 

３ 出席者及び欠席委員の氏名 

出席 福永和伸教育長、大森達也委員、冨樫健二委員、安田悦子委員、横山史子委員 

欠席 なし 

 

４ 事務局職員 

副教育長 大屋慎一 

次長（教職員担当）福井崇司 

次長（学校教育担当）早田清宏 

次長（育成支援・社会教育担当）坂井哲 

次長（研修担当）小濵偉 

教育総務課 課長 大坪恵子、課長補佐兼班長 田中 豊士、 

班長兼企画員 立木雄真 

教育政策課 課長 一尾哲也、課長補佐兼班長 加藤久幸、係長 山本耕三 

教育財務課 課長 加藤雅章、班長 美濃泰夫、主事 村井春香 

教職員課 課長 中出真人、課長補佐兼班長 古野大、班長 奥山剣司、 

班長 岡野宗介、班長 山本エリ、係長 青木宣宏、 

主査 森川万莉子、主任 谷本和也 

福利・給与課 課長 玉田朋紀、班長 奥谷豪紀 

高校教育課 課長 山北正也、係長（充指導主事）脇本慎太郎、 

充指導主事 竹田誠 

 

５ 議案件名及び採択の結果 

 件  名 審議結果 

議案第65号 令和９年度三重県立高等学校入学者選抜実施方針

（案）について 

原案可決 
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議案第66号 三重県立高等学校通学区域に関する規則の一部を改

正する規則案 

原案可決 

議案第67号 三重県立学校の管理運営に関する規則の一部を改正

する規則案 

原案可決 

議案第68号 三重県教育委員会公印規則の一部を改正する規則案 原案可決 

議案第69号 三重県教育委員会の所管に属する公益信託の許可等

に関する規則の廃止に関する規則案 

原案可決 

議案第70号 三重県立高等学校授業料等徴収規則の一部を改正す

る規則案 

原案可決 

議案第71号 公立学校職員の給料および手当の支給に関する規則

の一部を改正する規則案 

原案可決 

議案第72号 公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する

規則の一部を改正する規則案 

原案可決 

議案第73号 公立学校職員の扶養手当に関する規則の一部を改正

する規則案 

原案可決 

議案第74号 公立学校の会計年度任用職員の報酬等に関する規則

の一部を改正する規則案 

原案可決 

議案第75号 三重県教育委員会事務局組織規則の一部を改正する

規則案 

原案可決 

議案第76号 三重県教育改革推進会議の委員の任命について 原案可決 

議案第77号 職員の懲戒処分について 原案可決 

議案第78号 職員の人事異動（事務局）について 原案可決 

議案第79号 職員の人事異動（県立学校）について 原案可決 

議案第80号 職員の人事異動（市町等立小中学校・義務教育学校）

について 

原案可決 

 

６ 報告題件名 

 件  名 

報告１ 「三重県立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施

計画」（案）について 

報告２ 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく三重県

教育委員会特定事業主行動計画」（案）について 

報告３ 令和８年度事務局職員の人事異動報告について 

報告４ 令和８年度県立学校教職員の人事異動報告について 

報告５ 令和８年度市町等立小中学校・義務教育学校教職員の人事異動報告
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について 

 

７ 審議の概要 

 

・開会宣言 

福永和伸教育長が開会を宣告する。 

 

・会議成立の確認 

５名中５名の出席により会議が成立したことを確認する。 

 

・前回審議事項（３月１０日開催）の審議結果の確認 

前回定例会の審議結果の内容を確認し、全委員が了承する。 

 

・議事録署名者の指名 

横山委員を指名し、指名を了承する。 

 

・会議の公開・非公開の別 

福永教育長が各委員に諮り、議案第76号から議案第80号及び報告３から報告５は人事

に関する案件であるため、非公開にて審議を行うこととした。 

 

・審議事項 

議案第65号 令和９年度三重県立高等学校入学者選抜実施方針（案）について（公開） 

審議の概要 ・高校教育課長が令和９年度三重県立高等学校入学者選抜実施方針（案）

について説明。 

・教育長が各委員に諮り、可決された。 

各委員から

の主な質疑 

（冨樫委員） 

現在、高校の特色化をされていると思うが、選抜に関しての今回の変更

点がフレキシブル特別選抜のことだけである。例えば、新しい推薦制度等

は検討しているのか。 

（高校教育課長） 

社会情勢や高等学校の学びのあり方に伴い、今後も、引き続き高校入学

者選抜のあり方については考えていかなければならない。令和８年２月に

も検証会を行い、保護者の代表、中学校や高校の関係者と話し合っている

ところである。今回はフレキシブル選抜しか反映していないが、検討を続

けていきたいと思っている。 

（大森委員） 
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基本的な考えについて、各高校の質保証を担保するため、スクールポリ

シーを定め、その中でアドミッションポリシーも定めているはずである。

しかし、今回の資料では、スクールポリシーやアドミッションポリシーに

触れていない。入学者選抜の実施であるため、スクールポリシー、アドミ

ッションポリシーがあった上での実施方針でないとおかしいと考える。ス

クールポリシーの下でアドミーションポリシーがあるのであれば、基本的

な考え方のところに何らかの言及が必要なのではないかと考える。 

（高校教育課長） 

確かに今回の実施方針にはスクールポリシーやアドミッションポリシ

ーの記載がないが、７月に提出する実施要項において、各高校のアドミッ

ションポリシーを記載している。特に、前期選抜においては、定員枠や入

試方法が様々であるため、アドミッションポリシーにおいて、入試方法、

定員を設けていくことを各高校一覧で記載している。しかし、全般の方針

には確かに入ってないため、今後どうするか検討する。 

（大森委員） 

実施要項に書かれていても、実施方針に記載がなければ、各高校、軽視

してしまい質保証が担保できないと考える。これから競争が激化し、質保

証をどうするか、特にポリシーがあっての学校運営があるとおもうため、

今後気を付けて入れていただきたいと考える。 

（教育長） 

来年は、入れる方向で変えていく。 

 

・審議事項 

議案第66号 三重県立高等学校通学区域に関する規則の一部を改正する規則案（公開） 

審議の概要 ・高校教育課長が三重県立高等学校通学区域に関する規則の一部を改正

する規則案について説明。 

・教育長が各委員に諮り、可決された。 

各委員から

の主な質疑 

質疑なし 

 

・審議事項 

議案第67号 三重県立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則案（公開） 

審議の概要 ・高校教育課長が三重県立学校の管理運営に関する規則の一部を改正す

る規則案について説明。 

・教育長が各委員に諮り、可決された。 

各委員から 質疑なし 
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の主な質疑 

 

・審議事項 

議案第68号 三重県教育委員会公印規則の一部を改正する規則案（公開） 

審議の概要 ・教育総務課長が三重県教育委員会公印規則の一部を改正する規則案に

ついて説明。 

・教育長が各委員に諮り、可決された。 

各委員から

の主な質疑 

質疑なし 

 

・審議事項 

議案第69号 三重県教育委員会の所管に属する公益信託の許可等に関する規則の廃止

に関する規則案（公開） 

審議の概要 ・教育総務課長が三重県教育委員会の所管に属する公益信託の許可等に

関する規則の廃止に関する規則案ついて説明。 

・教育長が各委員に諮り、可決された。 

各委員から

の主な質疑 

質疑なし 

 

・審議事項 

議案第70号 三重県立高等学校授業料等徴収規則の一部を改正する規則案（公開） 

審議の概要 ・教育財務課長が三重県立高等学校授業料等徴収規則の一部を改正する

規則案について説明。 

・教育長が各委員に諮り、可決された。 

各委員から

の主な質疑 

質疑なし 

 

・審議事項 

議案第71号 公立学校職員の給料および手当の支給に関する規則の一部を改正する規

則案（公開） 

審議の概要 ・福利・給与課長が公立学校職員の給料および手当の支給に関する規則の

一部を改正する規則案について説明。 

・教育長が各委員に諮り、可決された。 

各委員から

の主な質疑 

質疑なし 
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・審議事項 

議案第72号 公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正す

る規則案（公開） 

審議の概要 ・福利・給与課長が公立学校職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する

規則の一部を改正する規則案について説明。 

・教育長が各委員に諮り、可決された。 

各委員から

の主な質疑 

質疑なし 

 

・審議事項 

議案第73号 公立学校職員の扶養手当に関する規則の一部を改正する規則案（公開） 

審議の概要 ・福利・給与課長が公立学校職員の扶養手当に関する規則の一部を改正す

る規則案について説明。 

・教育長が各委員に諮り、可決された。 

各委員から

の主な質疑 

質疑なし 

 

・審議事項 

議案第74号 公立学校の会計年度任用職員の報酬等に関する規則の一部を改正する規

則案（公開） 

審議の概要 ・福利・給与課長が公立学校の会計年度任用職員の報酬等に関する規則の

一部を改正する規則案について説明。 

・教育長が各委員に諮り、可決された。 

各委員から

の主な質疑 

質疑なし 

 

・審議事項 

議案第75号 三重県教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則案（公開） 

審議の概要 ・教職員課長が三重県教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則

案について説明。 

・教育長が各委員に諮り、可決された。 

各委員から

の主な質疑 

質疑なし 

 

・報告事項 



7 

 

報告１ 「三重県立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施計画」

（案）について（公開） 

審議の概要 ・教職員課長が「三重県立学校の教育職員に関する業務量管理・健康確保

措置実施計画」（案）について報告。 

・教育長が各委員に諮り、了承された。 

各委員から

の主な質疑 

（冨樫委員） 

部活動等の時間外在校等時間がとても多くなっているところに焦点を

当て、減らしていく目標が作られており、理想的だと考える。現在は県単

位でデータ解析をされているが、今後そのデータを各学校に展開し、各学

校で課題把握や改善をしていくのか。それとも、県教委が各学校に課題把

握や改善策等を作って示すのか。各学校で課題把握や改善を行うとなる

と、学校ごとに取組の差ができると思うが、どのように考えているのか。 

（教職員課長） 

今回の計画は、県教育委員会が所管している県立学校に関する実施計画

を定めたものである。これに基づき、各県立学校においても、今回掲げた

数値目標を基に、それぞれの学校の実情に応じて計画や目標を定め、学校

経営の中に位置付けた上で、主体的に取り組むこととしている。４月早々

に、今回の計画の周知とともに、働き方改革の進め方についてもアナウン

スをする予定である。 

（大森委員） 

部活や授業など、学校ごとの教育目標実現のために、教員は生徒のため

を思って長時間働いている。学校ごとのカリキュラムポリシーと、教職員

の働き方改革がきちんと連動するようにしてほしい。 

（副教育長） 

学校長は、カリキュラムポリシー実現のために、「学校マネジメントシ

ート」を作成し、公表している。「マネジメントシート」の中にも、働き方

改革が位置付けられているところである。 

（教育長） 

今後、実施計画の進捗については、総合教育会議の報告が義務付けられ

ているが、令和８年度の総合教育会議から報告するということか。 

（教職員課長） 

令和８年度の第１回目の総合協議会議において、計画策定したことを報

告する。令和９年度以降については、毎年度の実績の検証結果を報告して

いく。 

（教育長） 

令和８年度内の総合教育会議では、実績について議論はされないという
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ことか。 

（教職員課長） 

そのとおりであるが、計画実施前の現状と課題については説明すること

になると考えている。 

 

・報告事項 

報告２ 「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく三重県教育

委員会特定事業主行動計画」（案）について（公開） 

審議の概要 ・教職員課長が「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づ

く三重県教育委員会特定事業主行動計画」（案）について報告。 

・教育長が各委員に諮り、了承された。 

各委員から

の主な質疑 

質疑なし 

 

・審議事項 

議案第76号 三重県教育改革推進会議の委員の任命について（非公開） 

・非公開により審議されたため、三重県教育委員会会議規則第十三条二項の規定により

会議録は別途作成 

 

・審議事項 

議案第77号 職員の懲戒処分について（非公開） 

・非公開により審議されたため、三重県教育委員会会議規則第十三条二項の規定により

会議録は別途作成 

 

・審議事項 

議案第78号 

議案第79号 

議案第80号 

報告３ 

報告４ 

報告５ 

職員の人事異動（事務局）について（非公開） 

職員の人事異動（県立学校）について（非公開） 

職員の人事異動（市町等立小中学校・義務教育学校）について（非公開） 

令和８年度事務局職員の人事異動報告について（非公開） 

令和８年度県立学校教職員の人事異動報告について（非公開） 

令和８年度市町等立小中学校・義務教育学校教職員の人事異動報告につい

て（非公開） 

・非公開により審議されたため、三重県教育委員会会議規則第十三条二項の規定により

会議録は別途作成 

 

・閉会宣言 


